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「長崎県病院企業団離島等医療連携ヘリ運航業務委託」に係る技術提案書作成要領 

 

 

本書は、「長崎県病院企業団離島等医療連携ヘリ運航業務委託」に係る技術提案書の

作成要領を提示するものである。 

 

第１．技術提案書の構成及び作成方法 

 

 技術提案書は、「長崎県病院企業団離島等医療連携ヘリ運航業務委託」技術評価点の

評価基準表の評価項目に基づき、次に従って作成すること。 

 

 １．技術提案書の作成に当たっては、仕様書に反し、または矛盾する事項がないか十

分に点検すること。なお、技術提案書が仕様書に反し、または矛盾すると認めら

れたときは、当該技術提案書は不合格となる。 

 ２．技術提案書は以下の項目で作成すること。 

１．企業概要 

（１） 企業概要 

（２） 航空機機種別保有状況 

（３） 操縦士、整備士等の状況 

（４） 過去５年間で国土交通省に報告した事故及び重大インシデント（件数及

び概要を記載すること） 

（５） 過去５年間の防災ヘリ運航業務及びドクターヘリ運航業務等類似業務

受託の実績 

２．運航計画 

（１）運行概要 

（２）受託業務の実施体制（業務従事者の飛行時間や保有資格、経験年数等を

記載すること） 

（３）受託業務に使用するヘリの詳細 

   ① メーカー、機種名等 

   ② 製造年月日 

   ③ 外観写真および内装写真 

   ④ 提案書提出時点での総飛行時間 

 ⑤ 定員 

   ⑥ 全長、全幅、全高 

    ⑦ 空虚重量、最大離陸重量 

   ⑧ エンジン 

⑨ エンジン最大出力 

⑩ 巡航速度 

⑪ 航続距離 

⑫ 離陸時、上空通過及び進入時の騒音レベル 

⑬ 主な装備品（装備した場合のメリットを記載すること） 

⑭ 提案書提出時点で自社保有していない場合は、確保の方法及び確保

予定時期 
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    （４）通年運航を保証する代替機の確保の考え方 

    （５）代替機として使用するヘリの詳細 

   ① メーカー、機種名等 

   ② 製造年月日 

   ③ 外観写真および内装写真 

   ④ 提案書提出時点での総飛行時間 

 ⑤ 定員 

   ⑥ 全長、全幅、全高 

    ⑦ 空虚重量、最大離陸重量 

   ⑧ エンジン 

⑨ エンジン最大出力 

⑩ 巡航速度 

⑪ 航続距離 

⑫ 離陸時、上空通過及び進入時の騒音レベル 

⑬ 主な装備品（装備した場合のメリットを記載すること） 

⑭ 提案書提出時点で自社保有していない場合は、確保の方法及び確保

予定時期 

     ３．準備スケジュール 

      （１）準備計画 

      （２）運航開始までの準備態勢 

     ４．安全管理体制 

      （１）安全推進体制 

      （２）教育訓練 

      （３）安全に関する取組の実施状況 

      （４）安全情報の収集 

      （５）航空保険 

     ５．その他提案等 

      （１）離島等医療連携ヘリの非運航日における機体の有効活用等について 

        例）長崎県ドクターヘリとしての活用 

（２）その他 

 

３．技術提案書に詳細に記載するよりも添付資料を参照した方がわかりやすい事項

については、技術提案書中に「○○については、別途資料△△参照」と記載して、

資料添付を行うことは差し支えない。ただし、添付資料が大部分にわたる場合は、

必ずその要点を技術提案書中に記載すること。「評価項目」との関係が容易にわ

かり難い添付資料は、添付されなかったとみなすことがある。 

４．技術提案書は、難解な専門用語には注釈を付すなど、専門家以外でも理解でき、

審査可能なように平易な記述に努めること。 

５．仕様書に記載がなくても、提案した方がよいと思われる事項については、積極

的に提案すること。 

６．創意工夫した点がわかるよう記載すること。 
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第２．技術提案書作成における留意事項 

 

１．提出する技術提案書は、１案のみとする。 

２．あて名は「長崎県病院企業団企業長 八橋 弘」とすること。  

３．技術提案書の様式は、「第１」を踏まえて、任意とする。 

４．サイズは日本工業規格のＡ４判の大きさにあわせて、ページを付すること。 

ページ数は表紙及び目次は含まずに３０ページ以内（ 図表・写真 及び別添資料

を含む）とする。なお、A３横を使用する場合は片面とし、A３横１枚につき、

A４縦２ページに換算するものとする。  

５．作成にあたっては、仕様書を参照すること。なお、技術提案書が仕様書に反し、

又は矛盾すると認められたときは、本書の「第１の１．」に基づき、当該提案書は

不合格となるので十分に点検すること。 

６．技術提案書は、添付資料を含めて編綴した１式を１０部提出すること。 

７．長崎県病院企業団からの連絡が取れるよう、技術提案書上に連絡先（担当者名、

電話番号、ＦＡＸ番号及びメールアドレス）を記載すること。 


